
香港の最高裁は、有限責任パートナーシップ（LLP）は株式資本を有する法人には
該当せず、グループ内譲渡に対する印紙税の減免対象外の判決を下す

最近、John Wiley & Sons UK2 LLP and Another v The Collector of Stamp Revenue1の裁判において、最
終法院（以下、「CFA」）は、有限責任パートナーシップ（以下、「LLP」）は株式資本を有する法人には該当しない
という控訴裁判所（以下、「CoA」）の判決を支持しました。

したがって、LLPは、印紙税法（以下、「SDO」）のセクション45に基づく免除措置における「関連性」の要件である、
「発行済株式資本」の90%以上が他の「法人」によって実質所有されているという要件を満たすことはできません。

このCFAの判決により、 LLPに加えて、旧香港会社法（Cap 32）で規定されている株式資本を有さない一部の
外国有限責任会社（以下、「LLC」）についても、SDOのセクション45の適用上、「法人」に該当しない可能性があ
ることを示唆しています。

このCFAの判決による影響についてご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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1 CFAの判決全文は以下のリンクからアクセスできます。

https://legalref.judiciary.hk/lrs/common/ju/loadPdf.jsp?url=https://legalref.judiciary.hk/doc/judg/word/vetted/other/en/2024/FACV
000011_2024.docx&mobile=N

https://legalref.judiciary.hk/lrs/common/ju/loadPdf.jsp?url=https://legalref.judiciary.hk/doc/judg/word/vetted/other/en/2024/FACV000011_2024.docx&mobile=N
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事実関係

John Wiley & Sons (HK) Limited（以下、「香港会社」）は、旧会社法（Cap 32）に基づいて設立された香港の有限会社です。

当該香港会社の発行済株式資本はすべて、John Wiley & Sons UK2 LLP（以下、「LLP 2」）が保有していました。

LLP 2は、John Wiley & Sons UK LLP（以下、「LLP 1」）に100%受益権を保有されていました。

LLP 1とLLP 2はどちらも、英国の2000年リミテッド・ライアビリティ・パートナーシップ法に基づいて登録された有限責任パートナ
ーシップでした。

LLP 1は、Wiley International LLC（以下、「Wiley International」）という、米国デラウェア州に設立された有限責任会社に
100%受益権を保有されていました。

2019年4月30日、LLP 2（譲渡人）は、香港会社の発行済株式資本のすべてを313,240,835英ポンドの対価でWiley
International（譲受人）に譲渡しました（以下、「株式譲渡」）。

当該株式譲渡は、John Wiley & Sonsグループのグループ内組織再編の一環として行われています。

当該香港会社のグループ内譲渡については下図の通りです。

係争事項

印紙税担当の税務官（以下、「税務官」）は、LLP 2およびWiley Internationalに対し、2019年4月30日に行われたLLP 2から

Wiley Internationalへの香港会社の全株式譲渡について、合計6,361,204香港ドルの従価印紙税を課しました。以下、LLP 2
およびWiley Internationalを総称して「控訴人」といいます。

控訴人は、当該株式譲渡がSDOのセクション45に基づいて印紙税が免除されるため、当該課税は不当であると主張しました。

下級裁判所の判決

地方裁判所は控訴人に有利な判決を下しましたが、税務官がCoAに上訴した結果、勝訴しました。CoAは、LLP 2がSDOのセクシ

ョン45にいう「株式資本」を有していないことなどを理由に、税務官の上訴を認めました。

本件に関する地方裁判所およびCoAの判決理由については、2024年7月23日付の香港タックス・アラート2をご参照ください。

この判決に不服があった控訴人は、CoAの判決に対してCFAに控訴しました。

2 当該タックスアラートは以下のリンクからアクセスできます。
香港、パテントボックス税制、FSIE税制の運用ガイダンス、印紙税に関する判決 | EY Japan

Wiley International LLC
（Wiley International）

John Wiley & Sons
UK LLP
（LLP 1）

John Wiley & Sons
UK2 LLP
（LLP 2）

John Wiley & Sons
(HK) Limited
（香港会社）

グループ内組織再編

John Wiley & Sons
UK LLP
（LLP 1）

John Wiley & Sons
UK2 LLP
（LLP 2）

John Wiley & Sons
(HK) Limited
（香港会社）

100%

100%

100%

100%

100%

Wiley International LLC
（Wiley International）

https://www.ey.com/ja_jp/technical/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2024/tax-alerts-08-28
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CFAによる判決

関連する法律の立法経緯・背景

SDOのセクション45では、2つの「法人」の間で行われる香港の不動産または株式の譲渡について、（i）一方が他方の発行済株

式資本の90%以上を実質所有している、または（ii）第三の法人が譲渡人および譲受人の発行済株式資本の90%以上を実質所

有している、といういずれかの条件を満たした場合に、両法人が「関連性がある（associated）」と認められ、印紙税のグループ減

免措置が適用されると規定しています。

1981年の法改正により、「会社」は「法人」という用語に置き換えられた

しかし、「法人（body corporate）」という用語は当初の減免規定にはありませんでした。当初の減免規定は、1968年に制定され

たSDOのセクション5Aに含まれていました。

その後、英国の1967年財政法のセクション27による英国の関連減免規定の変更に伴い、1981年に香港のSDOが改正されま

した。この改正には、（i）セクション5Aをセクション45と改称し、（ii）従来の「会社（company）」という用語を「法人」という用語置き

換えたことなどが含まれています。

最終的に、1991年にはセクション45がさらに改正され、「香港不動産」の取引に加え、「香港株式」の譲渡も減免の対象となると

拡大されました。

CFAによる両当事者の論拠の検討

控訴人側の論拠

控訴人は、（a）セクション45における「法人」という表現は、外国会社の種類について限定的ではなく（open-ended）、LLPを明確

に除外するものでもなく、また、（b）同セクションの「発行済株式資本（issued share capital）」という表現は、「分類上のクラス」を

指し、「株式資本」と「実質的に類似する（materially analogous）」特徴を持つLLPを含むものである、と主張しました。

税務官側の論拠

税務官は、セクション45の「法人」という用語の使用に関して、「有限責任会社（a company limited by shares）以外に、香港に

て株式資本を有する法人は、旧会社法のセクション10および14に規定される保証有限責任会社（a company limited by
guarantee）および無限責任会社（an unlimited company）だった」と主張しました。また、「1981年当時の立法機関が、財産譲

渡に関するセクション45の適用範囲を、単に有限責任会社間の取引に限定せず、株式資本を有するすべての法人へと拡大する

意図があったと解するのが合理的であり、上訴人が主張する『法人』という用語が、「外国設立会社または香港設立会社とは異な

る事業体の場合にも、セクション45の減免措置を適用できるという主張には何ら根拠がない」と主張しました。

CFAの分析

「法人」とは、旧会社法にて想定されたものに限る

CFAは、1968年および1981年時点での旧会社法のセクション4（2）（a）～（c）において、「有限責任株式会社」、「保証有限責任

会社」、および「無限責任会社」という3種類の会社形態が規定されていたと指摘しました。このうち「保証有限責任会社」と「無限

責任会社」については、株式資本の有無を選ぶことができました。なお、旧会社法のセクション3では、「既存会社」はこれら3種類

のいずれかの形態で登記することが認められていました。

以上の立法経緯を踏まえ、CFAは、上記の税務官の論点を受け入れ、上記（a）の控訴人側が主張する「限定的ではない」という

論点を却下しました。

「発行済株式資本」

CFAは、「発行済株式資本」という用語の自然かつ通常の意味に基づいて、本件に関する過去の判決で引用された以下のCoA
の所見を支持し、これにより、上記（b）の控訴人が主張する「類似する（analogous）」という論拠も却下しました。

「『発行済株式資本』という表現は、会社法において広く理解されている概念である。この表現が税法において用いられる場合、

特段の定義や異なる定義が定められていない、または異なる意味が意図されていることを示唆する特別な文脈がない限り、原則

として会社法と同じ意味に解釈されるべきである。セクション45の文脈や文言には、立法機関が『発行済株式資本』という表現を

異なる意味で使用する意図が示されている箇所は存在しない。」
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したがって、CFAは、（i）「発行済株式資本」という用語は、外国会社の関与の有無にかかわらず、同一の解釈が適用されるべき

であり、また、（ii）LLPは株式資本を発行または割り当てることができないため、控訴人がSDOのセクション45に規定される「関連

性」基準を満たしていないとしました。

これを受け、控訴人の上訴は裁判官の全会一致により棄却されました。

論評

このCFAの判決に伴い、本件の控訴人と同様の理由に基づく減免措置を求める多数の係争案件が却下されるでしょう。

LLPに加え、旧会社法で想定されている株式資本を有さない一部の外国有限責任会社（LLC）についても、SDOのセクション45
に基づく減免措置を適用できなくなる可能性は高いと考えられます。

シンガポールでは、2008年印紙税法修正法（2008年法律第36号）により、従価印紙税の減免措置の適用範囲が拡大され、法

人設立地や組織形態にかかわらず、LLPも対象となりました。

香港の税制競争力を維持するために、香港政府は、SDOの改正を検討し、セクション45の適用範囲を拡大し、より多くの種類の

法人が減免措置の適用対象となるようにする必要があるでしょう。

それまでの間、税務官が、（i）セクション45の適用上、よく見られる外国会社のうち、どの種類の会社が法人格に該当するか、ま

た（ii）新会社法（Cap 622）では、会社の株式には名目価額または額面価額がなくなることを踏まえ、「発行済株式資本」の90%
を今後どのように算定すべきかについて、速やかにガイダンスを公表することが期待されます。

このCFAの判決による影響についてご質問がございましたら、ご担当の税務専門家にご相談ください。
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